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あぼしリサイクル事業所が担う就労継続支援 A 型事業の役割と意義 

～取り組みの成果と今後の課題～ 

 

 

 

 

1．はじめに 

 あぼしリサイクル事業所（以下「当事業

所」）は、平成 22 年 4 月に姫路市で初めて

誕生した就労継続支援 A 型事業所（以下「A

型事業所」）である。姫路市で回収された、

家庭から出されるプラスチック製容器包装、

ペットボトル、紙パックの選別業務を請け

負い、コンベア上に流れてくるそれら資源

ごみの中に混ざっている不純物を、手選別

で取り除くのが仕事である。定員 20 名の事

業所で、すべての利用者と 1 日 5 時間の雇

用契約を結んでいる。この事業は姫路市の

プロポーザルによって選定されたもので、

1 期 5 年の有期契約の現在第 3 期の 1 年目

である。開所から 10 年の節目を過ぎ、これ

までの取り組みを報告するとともに、A 型

事業所が抱える課題の提言と、解決の糸口

を探る場としたい。 

 

2．立ち上げ時の流れ 

 当事業所の前身は、姫路市立かしのきの

里（現就労継続支援 B 型事業所）の企業内

作業として、平成 10 年から姫路市より受託

していた西部リサイクルセンターでのペッ

トボトルと紙パックの中間選別である。平

成 22 年に姫路市が新たに建造したエコパ

ークあぼし（ごみ焼却や再資源化を行う複

合施設）に、これらの選別業務が規模を拡

大して移管されることになった。その際に、

環境分野や障害福祉分野の市行政が推進す

る応募条件に、A 型事業の健全な運営とコ

ンプライアンスが明記されていたことで、

ペットボトル等選別業務委託がプロポーザ

ル方式による一般公募となった。姫路市で

最初の A 型事業というモデル的な存在、あ

るいはパイロット的な存在としての意味も

色濃くあった。姫路市社会福祉事業団も応

募し、審査を経て複数の応募の中から選定

されたと同時に、当事業所が設立された。 

従業員となる利用者の募集は、ハローワ

ークの協力を得て管理選考会として実施し、

西部リサイクルセンターで働いていたかし

のきの里の利用者を含めて 43 名が応募し

てきた。一次面接で 30 名に絞り込み、西部

リサイクルセンターでの実習を経て 20 名

の採用者が決定した。内訳はかしのきの里

の利用者を含めた施設経験者が 8 名、離職

した企業就労経験者が 8 名、特別支援学校

卒等の未就労者が 4 名となっている。 

 それぞれ立場によって違いも見られ、施

設経験者は家族を含めて「雇用」よりも今

まで通りに「福祉サービス」としての意識

が高かった。一方、企業就労経験者は施設

経験者と一緒に働き、福祉サービスを受け

ることへの心理的不安があった。また、未

就労者は働きながらも福祉的支援が入るこ

との安心感を抱いていた。それぞれの不安

と期待が入り交じった形で当事業はスター

トしている。 

 姫路市全域の障害者を対象とし、流れの

ある事業にすることを念頭に置き、単に終

身雇用の場にするのではなく一般就労を目

指せる方の訓練機関の場としても位置付け、

作業と並行して支援を行ってきた。当時、

市内に就労移行支援事業所は 2 事業所で定

員 12 名しかなかったため、A 型事業所であ

った当事業所も積極的に一般就労に向けて

の役割を担っていった。  



2 

3．当事業所での取り組み 

①一般就労に向けての支援 

設立当時の全体説明会において「作業で

力を身に付けて一般就労を目指して欲しい」

と伝えていた。そのため、企業就労経験者

や未就労者に対しては、ハローワークが主

催する合同面接会（年 2～3 回）に備えて当

初から準備を始めた。履歴書の書き方やネ

クタイの結び方、面接の練習なども仕事と

して位置付け、少人数による練習を勤務時

間内に行った。また働くことを通して人間

関係を良好に保つためのルール作り、マナ

ーなど働く集団としての意識付けも行って

きた。 

しかしながら、障害者の雇用問題はその

時代の情勢に左右され、求人内容の待遇面

が当事業所を下回ることも多く、より労働

条件のよい企業への就職は容易なことでは

なかった。そのような状況の中で就職活動

を勧めていくことは、利用者、職員共にジ

レンマを感じているところであり、その目

的や意義を見失わず支援していく難しさが

あった。 

この 10 年間で一般就労を目指してきた

利用者は、当事業所で雇用契約を結んだ 34

名の内の 23 名であり、7 割近くに及ぶ。合

同面接会を通じて 5 名、障害者就業・生活

支援センターや就労移行支援事業所の斡旋

で 4 名、知り合いからの紹介で 1 名が就職

しており、利用者全体の約 3 割にあたる。 

 

②就職後等の状況と支援 

10 名が一般企業に就職したが、残念なが

ら 5 名が離職している。理由としては倒産

などの相手企業の都合もあるものの、順応

できずに離職した方もいる。一般就労への

背中を押し、企業への転職を勧めた立場と

しては責任を感じるが、幸い離職後は別の

企業に従事もしくは別の A 型事業所を利用

している状況である。 

就職後の定着支援は、障害者就業・生活

支援センターが中心となって実施してきた。

しかし平成 30 年にかしのきの里で就労定

着支援事業を開始したこともあり、就職後

6 カ月以降の定着支援はかしのきの里に引

き継ぐことになった。そのため、今までは

直接していなかった就職後 6 カ月間の定着

支援を、当事業所で行うこととした。本人

や家族との面談、通勤手段の変更のため、

自宅から本人と一緒に自転車で何度か往復

したり、就職先の担当者との情報交換を密

に行うなど、極力安心して働けるよう支援

しながら 6 カ月後の定着支援事業に繋げて

いる。 

他にも、就職を目指して集中的に訓練で

きる就労移行支援事業所が適している利用

者や、働く力が低下してきた利用者に対し

ても、相談支援事業所などを交えて次のサ

ービスに結び付けていく支援も行ってきた。

他の福祉サービスに移った後も、各担当者

と連絡を取り合い状況把握に努めている。 

 

③退職者に伴う利用者の補充採用（表１参

照） 

当初は、一般就労を目指す利用希望者の

受け皿として補充採用を行ってきたが、

徐々に市内に就労移行支援事業所が増え、

立ち上げから 3 年後は 5 事業所で定員 44

名になった。A 型事業所もまた、3 年後に 5

事業所で定員 90 名となり（表 2 参照）、一

般就労を目指す利用者の選択肢は増えてき

た。周囲の状況が変化する中、当事業所で

賃金を得ながら訓練をし、一般就労を目指

すことを希望する方も減り、欠員状態が続

くようになった。そのため、新たなニーズ

の受け皿としての機能を展開する必要があ

った。 

そこで、一定の収入を必要とするが生活

環境が複雑なため、より福祉的な支援を必

要とする方の受け入れを広げた。地域生活
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を営む主たる生計者であって、家族の支援

が困難なケースや一般就労を繰り返し失敗

したケースであり、50 歳を超えて応募して

くる方も少なくない。一般就労を目指すの

は困難でも十分まだ働く力のある方が、次

につながるまでの受け皿としての役割も果

たし、一般就労に向けての支援の軸は残し

つつ、働きながら地域で生活する方につい

ても受け入れていくこととなった。 

 

（表１） 退職理由と補充採用者の状況  

 

※1 平成 30 年に障害者の法定雇用率が引

き上げられたこともあり、途切れていた就

職者が復活している。 

 

（表２）姫路市の A 型事業所数と定員 

 

 そして、主として知的障害のある方を受

け入れてきた当事業所であったが、精神障

害のある方の受け入れも積極的に始めた

（表 3 参照）。これまで支援の殆どが知的障

害の方に対するものであったために、障害

への理解や知識不足は否めず、様々なケー

スを通してスキルアップが求められた。精

神障害のある方は、一般企業等に就職して

いた方ばかりであり、自分が支援を受ける

側になることや知的障害のある方と一緒に

働くことなど、慣れない環境にも配慮しな

がら支援を行っている。 

（表 3）利用者の障害程度状況の推移  

    

 

④地域生活を支える支援 

 令和 2 年 4 月現在、利用者の年齢も全員

が 40 歳を超えており、家族の高齢化も進ん

でいる。当然のことながら、親の死去や入

院、認知症の悪化など、親子関係の変化に

不安を抱えながら仕事をしている利用者も

多い。一人暮らしや障害者当事者同士の世

帯、障害のある兄弟だけの世帯など、すで

に親に頼ることなく生活している方たちも

いる。さらに、結婚や出産、離婚、グルー

プホームへの移行など様々な家庭環境の変

化に直面しながらも、仕事と生活を両立さ

せている。それら利用者の生活状況をしっ

かりと把握しながら、適切な助言が行える

ように努めている。このように家族を含め

た生活面の支援は、利用者が仕事を続けて

いくうえで、また地域生活を支えるうえで

とても重要である。 

当事業所には法人内の相談支援事業所の

契約者は 5 名いるが、サービス等利用計画

導入時には意図的に分散して色々な相談支

援事業所と契約してもらった。現在、法人

外では 8 事業所と 12 名が契約している。

モニタリングなど以外にも定期的にサービ

ス担当者会議の開催を企画要請している。

参加者はハローワークや障害者就業・生活

支援センター、グループホーム、行政など

さまざまである。必要に応じて家庭訪問や

家族との懇談を重ねるなど、できるだけ多

く情報共有する機会を持つように努めてい

る。 

 年度 実利用人数 退職者

数 

退職理由 補充採用者数  

就職 他福祉サービス利用 トラブル 死亡 施設経験者 企業就労経験者 未就労者 

H22 19.4 2 2 0 0 0 ０ 1 1 

H23 19.5 2 1 0 1 0 ０ 2 0 

H24 18.0 3 ３ 0 0 0 0 ０ ０ 

H25 16.4 2 0 1 1 0 0 ０ 1 

H26 16.8 1 0 0 1 0 ０ 0 2 

H27 16.4 1 0 1 0 0 ０ 2 0 

H28 17.7 0 0 0 0 0 ０ 1 ０ 

H29 17.9 1 0 1 0 0 ０ 0 1 

H30 16.4 4 2※１ １ 0 １ ０ １ ０ 

R元 17.0 2 2 0 0 0 ０ ３ ０ 

合 計 18 10 4 3 1 0 10 5 

 療育手帳 精神障害者手帳  

合計 Ａ B1 B2 1級 2級 3級 

利用者数（H２２.4） 7 8 5 0 0 0 20 

利用者数（H２7.4） 6 10 1 0 0 0 17 

利用者数（R２.4） 6 7 １ 0 2 1 17 
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ここで成年後見制度を利用しながら当事

業所に通っているケースで、筆者の心に残

るトピックスを紹介する。 

 <事例>  

44 歳男性。知的障害 B1。就労経験あり。

開所当時から在籍。 

平成 20年父親死去。平成 29年母親死去。

現在、知的障害のある兄との 2 人暮らし。 

母親に認知症の症状が出てきたことから、

母親がまず成年後見制度を利用し、それに

続くかたちで、平成 24 年から同居の本人と

兄も同制度の利用を開始する。居宅介護を

利用しながら家事全般を本人が行っており、

家庭と当事業所の往復といった生活状況だ

った。本人の余暇を充実させるために、移

動支援を入れてみるが、なかなか利用する

に至らなかった。 

休日の余暇について何度か話をするが、

家事があることを理由に断ってばかりであ

る。移動支援を利用しない理由は、知らな

い人と出かけることへの不安を挙げていた。

そこで当事業所の親しい友達と遊びに出か

ける計画を提案するが、朝の掃除と夕方の

買い物と夕食作りに拘っていたため、それ

以外の時間で出かける計画を一緒に考える

ようにする。元々外食の経験も殆んどなか

ったことから、最初はハンバーガーを食べ

にいくという企画から始めた。休日明けに

満面の笑みを浮かべて「初めて食べたけど

おいしかった」と報告に来た時の表情は、

いまだに忘れられない。それでも「もった

いない」「贅沢や」などと言っては外出を渋

る傾向が続いた。本人の口から金銭面での

不安が伺えたことを保佐人に伝え、本人に

対して「いくらまでなら使ってもいい」と

説明してもらった。それをきっかけに外出

に前向きになり、少しずつ行動範囲が広が

っていった。最近では観光雑誌やテレビな

どを観ては「ここに行きたい」と積極的に

相談にも来るようになり、電車やバスの時

刻表を一緒に確認したり、目的地の利用料

や食事処なども調べながら計画を立ててい

る。金銭面と帰る時間の目途が付いたこと、

そして経験を積み重ねたことで、余暇に対

して積極的になり「そのためにも仕事を頑

張らないと」と前向きな発言も聞かれるよ

うになった。 

余暇支援をする際に制度を利用したり、

支援者が同行するという手法もある。しか

し、今回紹介した事例は自分達だけででき

ることから始め、少しずつ難易度の高い計

画に進むことができるようになったケース

である。この本人の意思決定を伴った余暇支

援は、成年後見制度を上手に利用しながら、

地域生活の幅を広げた好事例であると自負し

ている。 

 

⑤紙パック選別作業の業務委託 

プロポーザル方式 2 期目での新たな取り

組みとして、紙パックの選別作業を B 型事

業所に再委託し、利用者の就労訓練の場と

して活用してもらうことを計画に盛り込ん

だ。 

この作業は、姫路市全域で回収してきた

紙パックをコンベア上で選別し、切り開い

たり、規定外の物を取り除くのが主な仕事

である。委託料は、働くことを少しでもイ

メージできるように、その年の兵庫県の最

低賃金改定を見越した額をベースに、1 日

当たり最大で 5 名（支援者を除く）2 時間

の仕事と設定している。 

 当初は 1 カ月あたり 9 枠を確保し、1 つ

の事業所に月に 1 回実施してもらっていた

が、平成 29 年度は抽選で漏れる事業所も存

在した。委託枠を平成 31 年度には 11 枠に

まで増やしたものの、令和 2 年度は姫路市

の回収計画の変更により委託枠が減ること

となった。毎年参加されている事業所が増

えてきた中で、抽選漏れにより次年度の作

業ができないことは、利用者の就労意欲を
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低下させることにもつながりかねず、令和

2 年度は委託枠数を希望数で割り、事業所

全てが作業に従事できる体制を組んでいる。 

 

（表 4）紙パック業務委託の状況 

 
※2 初年度（平成 27 年度）は応募してき

た事業所が多かったため、27～28 年度の 2

年間に分けて抽選会を実施している。 

 

作業の標準化については、複数の B 型事

業所が関わっても同じ手順で高い水準を維

持していけるように、マニュアルの整備や

当事業所による確認、結果報告を行うこと

で事業所間の品質のバラツキを軽減し、標

準化が図れるようにした。 

 （表 4）からも分かるように、平成 30 年

度は説明会に新たに参加する事業所は増え

ず、少しでも多くの事業所に関心を持って

もらうために、平成 31 年度募集の案内文に

は、不参加の場合の理由や参加しやすい条

件等を問うアンケートを追加した。距離的

な問題（姫路市の南西に位置し、中心部か

らでも車で 50 分程度かかる）や人員配置上

の問題を挙げる事業所が多かった。そのた

め開始時間に幅を持たせ、３パターンから

選べるようにした。また特定の曜日しか受

託できない事業所は、可能な限りその曜日

で作業ができるよう調整をしたり、事業所

同士での実施日の交代を一定の範囲で認め

た。 

 この作業の委託費は、当事業所と姫路市

とで交わされたペットボトル等選別業務委

託契約の中から一部捻出している状況であ

る。紙パック選別作業の委託枠を増やして

きたことと、最低賃金がここ数年で大きく

値上がりしてきたことで、再委託費用は、

年々増加傾向にある。しかしながら、姫路

市の B 型事業所に対して就労訓練の機会を

提供するこの事業は、民間事業所にとって

も有効な取り組みであり、今後も社会情勢

を踏まえて、随時姫路市とも協議を重ねな

がら遂行していきたいと考える。 

 

⑥自治会活動の推進 

A 型事業所の利用者は障害福祉サービス

の利用者であると同時に、法人が直接雇用

した従業員でもある。雇用責任が伴い法令

順守は当然のことだが、労働環境の改善や

主体性、働く人としての意識を高めていく

必要がある。そこで従業員の自治会組織（前

身は従業員親睦会）を作り、様々なことを

検討している。その中でも、働く上での事

業所の決めごとを自己点検する仕組みを作

ったことを紹介する。 

 

  （図） 当事業所での決めごと  

 

（年度） H27 H28 H29 H30 H31   R2    

案内を発送したＢ型事業所数 ※2 51  61 61 63 66 

1月説明会参加数1月（内新規参加事業所数） 20  20(11) 11（1） 14（2） 15（５） 

実施希望事業者数 17  10 9 10 11 

委託予定枠数 9 9 9 10 11 10 

1時間 1人当たりの委託料 800 800 850 900 900 950 

4月 1日時点の兵庫県の最低賃金 776 794 819 844 871 899 

 

作 業 面
さぎょうめん

 

・ 安 全 面

あんぜんめん

を意 識

いしき

して、 作 業

さぎょう

服

ふく

や 手 袋

てぶくろ

・腕 抜

うでぬ

き・エプロン

えぷろん

を 正

ただ

しく 着 用

ちゃくよう

する。 

・やぶれた手 袋
てぶくろ

や腕
うで

抜
ぬ

きは勝手
かって

に捨
す

てず、 職 員
しょくいん

に報 告
ほうこく

する。 

・ 作 業 中
さぎょうちゅう

は長 袖
ながそで

とし、腕
うで

まくりは禁止
きんし

。 

・作 業
さぎょう

に必 要
ひつよう

のないもの（携 帯
けいたい

電話
でんわ

等
など

）は、作業場
さぎょうば

には持
も

ち込
こ

まない。 

・作業場
さぎょうば

の下駄箱側
げたばこがわ

のドアノブは、ゴム手 袋
てぶくろ

を脱
ぬ

いで触
さわ

る。 

・コンベアの作 業
さぎょう

では自分
じぶん

の範囲
はんい

を選 別
せんべつ

する。（手前
てまえ

～真
ま

ん中
なか

） 

・大
おお

きいガラスはつまみ取
と

りする。（ペット選 別
せんべつ

の小
ちい

さなガラスは掃除機
そうじき

で取
と

る） 

・ゴミシュートへの強
つよ

い投
な

げ入
い

れは禁止
きんし

。丁 寧
ていねい

に入れる
い   

こと。 

・ 作 業 中
さぎょうちゅう

は周
まわ

りの人
ひと

に迷 惑
めいわく

をかけないこと。 

・ 選 別 中
せんべつちゅう

の人
ひと

の足 元
あしもと

は掃
は

かない。（黄色
きいろ

いテープの中
なか

は掃
は

かない） 

・コンベアが止
と

まったときには 休 憩
きゅうけい

せずに、ゴミが残っ
のこ 

ていないか確 認
かくにん

する。 

・ 作 業 中
さぎょうちゅう

はポジションから離
はな

れないこと。 

・コンベア下
した

のゴミの掃除
そうじ

は、午前
ごぜん

作 業
さぎょう

と 最 終 枠
さいしゅうわく

の 終 了 後
しゅうりょうご

の２回
かい

おこなう。それ以外
いがい

は床
ゆか

の掃
は

きそうじだけをして、コンベアの下
した

の掃除
そうじ

はしない。 

・作業場
さぎょうば

のほうきやチリトリを整理
せいり

する。使
つか

ったものは元
もと

の場所
ばしょ

に戻
もど

す。 

・作 業
さぎょう

開始
かいし

５分 前
ふんまえ

のチャイムまでにトイレなどの用事
ようじ

は終
お

わらせる。 

・作 業
さぎょう

開始
かいし

のチャイムまでに手 袋
てぶくろ

・腕抜
うでぬ

き・エプロンをつけておく。 

・作業後
さぎょうご

の掃除
そうじ

終 了
しゅうりょう

時
じ

には、 必 ず
かなら  

「終わり
お   

ました」と 終 了
しゅうりょう

報 告
ほうこく

をする。 

職 員
しょくいん

の確 認
かくにん

が終
お

わってからほうきやチリトリを片付
かたづ

ける。 
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事業所の決めごとは、職員が統一した支

援を行えるように職員向けに作成したもの

である。それを全体のルール『あぼしリサ

イクル事業所の決めごと』として掲示する

ようになり、利用者自身からも「協力しな

がら仕事ができるためにこうしたらいいの

では」と意見が出てくるようになった。自

治会を中心に決めごとを一つ一つ確認し、

表現方法を変えたり追記したりしながら現

在のものに至っている。また自分たちで確

認したことで、改めてどんな決めごとがあ

ったのかを自己点検することができ、自ら

律する利用者も現れるようになった。 

自治会での話し合いは徐々に活発化し、

昼休みの 15 分間はニュースを観ようとい

う意見が出て、利用者同士の会話の中に時

事内容が盛り込まれることが増えた。また

災害のニュースが流れた際には、非常食を

食べてみたいと言った意見をきっかけに自

治会費で非常食を購入し、備蓄と年 1 回の

試食と更新を行うようになった。 

 

⑦安全管理 

 コンベア上に流れてくる資源ごみの選

別作業では、包丁やカミソリなどの危険

物や医療廃棄物も多く混入している。在

宅医療が普及したことも理由ではあるが、

インシュリンの注射器は 1 カ月で 100 本

以上出てくる状況である。中でも使用済

みの注射針が剥き出しで出てくることも

多く、手選別中にゴミに紛れた注射針に

刺さり搬送したケースもあった。そこで

取引のあるリサイクル工場などでの安全

対策について情報収集し、手袋の二重履

きや破傷風、B 型肝炎ワクチンの接種を全

員に斡旋した。また協力医療機関として

近隣の医療機関とも契約を締結し、緊急

時に備えている。さらに事故対策対応マ

ニュアルを完成させ、祝日勤務など職員

が少ない場面でも迅速な対応が取れるよ

うに整えている。 

 そして姫路市とは、作業場で注射針な

どの危険物を発見した場合の対応を整備

した他、医師会への説明や医療廃棄物の

適切な処理について啓発してもらってい

る。医療廃棄物が増加傾向にある現状に

おいて、安全対策を徹底させ日々業務を

遂行している。 

 

⑧有給休暇の推奨 

 平成 31 年から「働き方改革を推進するた

めの関係法律の整備に関する法律」の施行

により、最低 5 日以上の有給休暇取得が義

務付けられた。A 型事業所の利用者も例外

なく適用となる。当事業所では、その前年

から有給休暇の取得の意味や有意義な使い

方について個々に相談する機会を準備し、

計画的に 5 日間以上の取得ができるように

支援してきた。 

有給休暇は当然の権利であることは言う

までもないが、A 型事業所の場合、生産活

動上の負担の他に有給休暇は利用実績に反

映されず、自立支援給付費が減収になる問

題でもあることは提起しておきたい。 

 

マナー面
めん

 

・ 従 業 員
じゅうぎょういん

同士
どうし

は「～さん」と呼
よ

ぶ。呼び捨て
よ  す  

や「～ちゃん」は禁止
きんし

。 

・ 職 員
しょくいん

や 同 僚
どうりょう

（一 緒
いっしょ

に 働
はたら

く人
ひと

）には、丁 寧
ていねい

な言葉
ことば

を使
つか

う。 

・ 職 員
しょくいん

や 同 僚
どうりょう

に声
こえ

をかけられたらしっかりと返事
へんじ

をする。（無視
む し

をしない） 

・事務所
じむしょ

に出入
ではい

りする時
とき

にはノックをして挨 拶
あいさつ

をする。 

・ 休
きゅう

憩 室
けいしつ

や送 迎
そうげい

バスでは、大
おお

きな声
こえ

で騒
さわ

がない。 

・送 迎
そうげい

バスや更衣室
こういしつ

での 飲 食
いんしょく

は禁止
きんし

。 

・時間
じかん

を守
まも

る ① J R
じぇいあーる

はりま勝 原
かつはら

駅
えき

出 発
しゅっぱつ

は 8:45、網干
あぼし

市民
しみん

センター前
まえ

は 9:00 

        ※電 車
でんしゃ

が遅
おく

れている時
とき

は５分
ふん

だけ待
ま

つ 

       ② 朝 礼
ちょうれい

は 9:30、 終 礼
しゅうれい

は 16:30、 昼 食
ちゅうしょく

は 12:00 

・機械類
きかいるい

のスイッチを勝手
かって

には触
さわ

らない（ 給
きゅう

茶器
ちゃき

、エアコン等
など

） 

・ 休 憩
きゅうけい

時間
じかん

は更衣室
こういしつ

にこもらない。 

・更衣室
こういしつ

・廊下
ろうか

・バスでの通話
つうわ

（電話
でんわ

で 話
はなし

をすること）は禁止
きんし

。 

・通 勤
つうきん

着
ぎ

はジャージや迷 彩 柄
めいさいがら

は禁止
きんし

とする。社 会 人
しゃかいじん

として正
ただ

しい服 装
ふくそう

にする。 

・ 休 憩
きゅうけい

時間
じかん

でも作 業
さぎょう

着
ぎ

は正
ただ

しく着
き

ること。 

・ 休 憩
きゅうけい

時間
じかん

は、勝手
かって

に作業場
さぎょうば

に出入
で い

りしない。 

・外
そと

に出る
で  

時
とき

は靴
くつ

を履
は

き替
か

える。（靴
くつ

を履
は

くときは地面
じめん

に 直 接
ちょくせつ

足
あし

をつけない） 

・お金
かね

の貸
か

し借
か

りや、おごったりすることは禁止
きんし

。 

・誕 生
たんじょう

日
び

プレゼント、バレンタイン、クリスマスプレゼント等
など

の個人的
こじんてき

なプレゼントのやりとりは禁止
きんし

。 

・ 職 員
しょくいん

への個人的
こじんてき

なお土産
みやげ

は禁止
きんし

。 従 業 員
じゅうぎょういん

全 体
ぜんたい

へのお土産
みやげ

は構
かま

わない。 

・ 職 員
しょくいん

や 実 習 生
じっしゅうせい

との携 帯
けいたい

番 号
ばんごう

やメールアドレスの交 換
こうかん

は禁止
きんし

。 
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4．全国的に A 型事業所が置かれている状況 

平成 29 年に倉敷市などで A 型事業所の

閉鎖、利用者の一斉解雇問題が発生した。

『生産活動に関わる事業に必要な経費を控

除した額に相当する額が、利用者に支払う

賃金の総額以上になるようにしなければな

らない。 

利用者の作業収入-必要経費≧利用者の賃金  

そして原則として、自立支援給付費をも

って充ててはならない』とする厚労省省令

（H29.2.9）により立ち行かなくなったと思

われる。 

A 型事業とは、『通常の事業所に雇用され

ることが困難な障害者のうち適切な支援に

より雇用契約などに基づき就労する者につ

き、生産活動その他の活動の機会の提供そ

の他の就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練その他の必要な支援を行

う』ことが目的である以上、最低賃金を支

払えるだけの収益と一般就労に向けての訓

練を積み重ねていくことは両立できなけれ

ばならないと考える。 

しかし A 型事業所の 7 割が赤字経営とさ

れる厚生労働省データを踏まえると、多く

の事業所は収益が不足するために、自立支

援給付費の中から職員人件費などの余剰分

を利用者の賃金に充てていたとされている。

大きな企業とつながりのある事業所を除け

ば、最低賃金を確保するだけの収益を上げ

るのは簡単ではない。当然そこで働く利用

者のスキルは高く保つ必要があるため、利

用者が退職し、入れ替わることは売り上げ

の減少に直結しやすくなる。そうなれば、

Ａ型事業所としての役割の一つである「一

般就労」は置き去りになりやすく、そこか

ら就職者を出すことを躊躇する事業所が出

てくる可能性もある。 

A 型事業所の推移を見ると、平成 22 年の

全国の営利法人の運営による事業所数が

174 カ所だったのが、5 年間で 1690 カ所に

まで膨れ上がっている。一方、社会福祉法

人の運営による事業所数は同年比較で 306

カ所から 530 カ所である（厚生労働省 『障

害者の就労支援施策の動向について』より）。

平成 29 年に社会福祉法の一部が改正され

ガバナンスの強化が打ち出されたが、急激

な事業所数の増加の中、よりガバナンスが

問われてきたのが A 型事業所だと感じてい

る。訓練と収益の両立の難しさと、有給休

暇取得における事業収入の減収問題といっ

た矛盾を抱えながらも、うまく折り合いを

つけながら運営していく大変さがある。 

 

5．Ａ型事業所を当事業所が担う課題と意義 

当事業所で働く能力が向上した利用者の

一般就労への流れは確立できたが、多くは

若い利用者であった。開所時から在籍して

いる利用者の内、就職を希望しない、もし

くは就職できなかった利用者は 10 名であ

り、定員の半数を占めている。それに加え

て新たに雇用する利用者の年齢層が高いこ

とから、平均年齢も 46.6 歳となっており高

齢化が進んでいる。これからの生活を考え

ていく年齢となってきており、家族を含め

た支援や、親亡き後も働きながら生活して

いく体制作りは急務である。 

また現在 58 歳の利用者がいるが、仕事を

する上での体力は十分にあるものの、雇用

契約では 60 歳を定年としており、まだまだ

働ける体力のある 60 歳に達した方の対応

も今後の課題となっている。 

 平成 25 年に障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律（通称：障害者差別

解消法）が制定され、合理的配慮という言

葉も飛び交う社会となった。しかし合理的

配慮の例にあるのは、身体障害のある方へ

の配慮が殆どで、知的障害のある方、精神

障害のある方への合理的配慮が何かははっ

きり示されていないように思っている。当

事業所には集中力が続かない利用者が通っ
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ている。それはサボっているわけでも、や

る気が無いわけでもない。集中力が続かな

いことが障害であることを支援者が十分理

解し、その人が充実感と達成感を感じても

らえる仕事の提供の仕方を考えていく必要

がある。 

最低賃金を確保し収益をあげるための仕

事ありき、作業内容ありきの A 型事業所ゆ

えに、個々の障害特性に合わせた作業や環

境を提供することは容易ではない。それで

も利用者一人ひとりに正面から向き合い、

幾度もアセスメントとモニタリングを繰り

返し、決まった作業内容の中においても合

理的配慮の視点を持って支援に当たってき

た。どのような工夫や環境が必要なのかを

熟慮するのは、我々福祉のプロとしての責

務であると考え今日まで支援に臨んでいる。 

様々な利用者を受け入れていくようにな

り、地域生活支援や家族支援を含めたそれ

ぞれのニーズをしっかりと掴み、アセスメ

ントをしていく作業は相当な労力を要する。

市内に 13 カ所にまで増えた A 型事業所で

あるが、社会福祉法人が運営する事業所は

当事業所のみである（表 5 参照）。この福祉

のエキスパートとしての力こそが最大の強

みである。一般企業ではなかなか就労が困

難である難しい様々なケースについて、

個々のニーズを的確に捉え、寄り添い、そ

の方が前向きに次の課題に踏み出していけ

る道しるべとして我々が存在する意義を感

じている。 

 

（表 5）姫路市における運営別の定員数 

 

6．さいごに 

一つの授産作業としての位置づけだった

西部リサイクルセンター時代から培ってき

たノウハウを活かし、一つの障害福祉サー

ビス事業所として発展させてきたのが当事

業所である。姫路市の環境分野と障害福祉

分野といった関係部局が連携し、市からの

業務委託による安定的な運営と専門職集団

である姫路市社会福祉事業団との一体運営

の結果として、多くの障害者雇用につなが

ったことは間違いない。 

姫路市社会福祉事業団は創設から 40 年

を超え、様々な社会情勢の中で、幾度と変

革を重ねながら、市との関係を強化し現在

に至っている。それはある意味で姫路市社

会福祉事業団として、高いコンプライアン

スと積極的な地域貢献を含めたアプローチ

があった賜物だと感じている。障害のある

人が安心して地域で働きながら暮らすシス

テム作りには、一定の自治体の関与が大き

いことは言うまでもない。今後もこの関係

性を強固に、姫路市の障害福祉サービスを

けん引する役割を担っていきたいと考えて

いる。 

障害福祉サービスとしての A 型事業の役

割に立ち返り、目の前の利用者の作業課題

だけに目を向けるのではなく、働きながら

一般就職を目指せる力のある人には純粋に

その訓練をすすめていく。そして地域で暮

らす障害のある方が、必要なサポートを受

け、働きながら自己実現できる社会づくり

に少しでも貢献していくことが、我々の使

命であると考えている。 

 

 本論文は令和 2 年度事業団職員実践報告

等に応募したものを加筆、修正したもので

ある。 

 


